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赤
穂
の
歴
史
を
残
す
代
表
的
な
事
業
が
約

１
０
０
億
円
と
い
わ
れ
る
事
業
で
、
平
成
14

年
に
国
名

勝
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
、
整
備
に
入
り
14

年
経
過
し
、

本
丸
跡
の
間
取
り
が
復
元
さ
れ
た
が
、
な
ぜ
藩
主
邸
の

復
元
が
で
き
な
い
か
。
ま
た
、
二
之
丸
庭
園
も
完
成
の

よ
う
に
見
え
る
が
、
な
ぜ
即
時
開
放
し
、
広
く
市
民
や

外
部
か
ら
来
ら
れ
る
義
士
フ
ァ
ン
に
見
せ
な
い
の
か
。

　
　
　

元
気
に
働
き
、
地
域
へ
の
貢
献
も
果
た
し
て
い

く
「
活
動
寿
命
」
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会

の
構
築
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
歩
く

こ
と
や
健
診
を
受
け
る
こ
と
な
ど
の
健
康
づ
く
り
へ
の

取
り
組
み
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
動
機
付
け
）
と
な
り
、

地
域
で
使
え
る
商
品
券
な
ど
と
交
換
が
で
き
る
ヘ
ル
ス

ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

赤
穂
城
跡
周
辺
の

復
元
工
事
の
進
捗
に
つ
い
て

健
康
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
に

ポ
イ
ン
ト
制
を

導
入
し
て
は
ど
う
か

釣

　

昭

彦　
議

員

前

川

弘

文　
議

員

　　　
赤
穂
城
の
藩
主
邸
に
関
す
る
資
料
は
、
間
取
り

図
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
当
時
の
古
写
真
や
立
面

図
な
ど
、
復
元
考
証
が
で
き
る
詳
細
な
資
料
が
揃
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
発
掘
調
査
で
も
建
物
の
痕
跡
を
明
ら

か
に
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
国
か
ら

許
可
さ
れ
る
見
込
み

は
な
く
、
藩
主
邸
の

復
元
は
困
難
と
考
え

て
い
る
。

　

二
之
丸
庭
園
の
公

開
は
、
整
備
途
中
の

た
め
安
全
性
の
確
保

や
庭
園
内
園
路
が
未

完
成
の
た
め
利
用
者

の
導
線
が
確
保
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、
非

公
開
と
し
て
い
る
。

●
自
然
を
活
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て　

他 　　　
赤
穂
市
で
は
、
市
民
一

人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
取
り

組
む
健
康
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
特
定
健
診
や
各
種
が

ん
検
診
の
実
施
に
よ
り
、
早
期

発
見
・
早
期
治
療
に
努
め
る
と

と
も
に
、
市
民
健
康
大
学
講

座
の
開
設
や
、
い
き
い
き
百
歳
体
操
の
普
及
へ
の
取
り

組
み
な
ど
、
総
合
的
な
健
康
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を

行
っ
て
い
る
。
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
制
度
は
、
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
な
ど
の
日
頃
の
健
康
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
を

ポ
イ
ン
ト
化
し
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な

参
加
を
誘
導
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、

今
後
、
市
民
の
健
康
づ
く
り
へ
の
効
果
や
実
施
方
法
等

に
つ
い
て
、
先
進
地
の
事
例
を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

●
建
設
経
済
部
へ
の
市
民
か
ら
の
要
望
は
ど
の
よ
う
に

管
理
さ
れ
て
い
る
の
か　

他

　

９
月
16

日
（
７
名
）
、
17

日
（
３
名
）
に
計
10

名
が
登
壇
し
、
市
政
の
課
題
や
将
来
展
望
に
対
す

る
考
え
方
に
つ
い
て
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

市
政
の

課
題

　
将
来
の

展
望
を

質た
だ

す

　

平
成
27

年
９
月
（
第
３
回
）
定
例
会
を
、
９
月

２
日
か
ら
17

日
ま
で
の
16

日
間
に
わ
た
り
開
催
し

ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
お
い
て
、
11

議
案
が
提
案
さ
れ
、

そ
の
内
、
赤
穂
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
な
ど
８
議
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致

で
可
決
、
同
意
し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
３

議
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
赤
穂
市
選
挙
管
理
委
員
及
び
補
充
員
に

つ
い
て
は
、
指
名
推
選
で
選
任
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
26

年
度
の
決
算
認
定
及
び
平
成
26

年
度
赤
穂
市
水
道
事
業
会
計
未
処
分
剰
余
金
の
処

分
に
つ
い
て
は
、
決
算
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
閉

会
中
の
継
続
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

定
例
会
の
あ
ら
ま
し
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御
崎
太
陽
光
発
電
が
、
か
ん
ぽ
の
宿
赤
穂
付
近

に
計
画
さ
れ
て
い
る
。
現
地
は
山
腹
崩
壊
危
険
地
区
が

含
ま
れ
、
土
砂
災
害
警
戒
地
区
が
取
り
巻
く
山
腹
に
位

置
す
る
。
ふ
も
と
に
は
多
く
の
住
民
が
居
住
し
て
お
り
、

危
険
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
計
画
の
許
可
を
取
り
消
せ

な
い
の
か
。
ま
た
、
新
た
な
太
陽
光
発
電
計
画
の
申
請

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
さ
れ
る
の
か
。

　
　
　

新
田
地
区
は
江
戸
時
代
に
新
田
開
発
さ
れ
、
農

地
と
し
て
受
け
継
が
れ
現
在
で
は
山
陽
自
動
車
道
の
赤

穂
市
の
西
の
玄
関
口
で
あ
る
。
最
近
で
は
道
の
駅
構
想

が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
今
後
の
新
田
地
区
に
つ
い
て

ほ
場
整
備
を
行
う
等
、
農
業
振
興
を
推
進
し
て
い
く
の

か
現
状
の
ま
ま
な
の
か
、
新
た
な
総
合
戦
略
的
視
点
か

ら
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
る
の
か
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
は
。

　
　
　

10

月
か
ら
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
発
送
さ
れ
る
。

国
の
一
番
の
目
的
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
収
入
と
財

産
を
丸
裸
に
し
、
税
・
保
険
料
の
徴
収
強
化
、
社
会
保

障
の
給
付
削
減
を
押
付
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
不
正

利
用
や
情
報
漏
洩
の
危
険
が
高
ま
る
こ
と
は
避
け
ら
れ

ず
、
盗
難
・
紛
失
に
よ
る
被
害
の
危
険
性
も
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
赤
穂
市
と
し
て
の
対
策
は
ど
う
か
。

山
腹
崩
壊
危
険
地
区
へ
の

御
崎
太
陽
光
発
電
は

住
民
の
命
を
守
れ
る
の
か

新
田
地
区
の

農
業
振
興
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て

木

下

　

守　
議

員

永

安

　

弘　
議

員

川

本

孝

明　
議

員

　　　
御
崎
地
区
の
太
陽
光

発
電
計
画
は
、
風
致
地
区
内

の
行
為
に
対
す
る
許
可
申
請

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
伐

採
や
工
作
物
設
置
の
行
為

が
、
風
致
条
例
上
の
許
可
の

基
準
内
で
あ
り
、
周
辺
か
ら

見
え
な
く
す
る
こ
と
や
、
地

元
説
明
会
の
開
催
等
に
よ
る

地
元
意
思
形
成
に
努
め
る
こ
と
な
ど
の
条
件
を
付
し
、

許
可
を
行
っ
て
い
る
。
許
可
の
基
準
及
び
条
件
を
満
た

し
て
い
る
限
り
、
許
可
の
取
り
消
し
は
出
来
な
い
も
の

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
新
た
な
申
請
に
対
し
て
は
、

法
律
的
な
検
討
も
し
た
上
で
、
上
乗
せ
条
例
等
で
条
件

を
付
け
た
り
、
建
築
審
査
会
等
で
意
見
を
聞
く
な
ど
の

策
を
考
え
て
い
く
。

●
新
公
立
病
院
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
受
け
て
の
病
院
経
営

に
つ
い
て　

他

　　　
新
田
地
区
は
、
区
域
の
大
部
分
が
市
街
化
調
整

区
域
で
あ
り
、
地
区
内
の
農
地
は
、
現
在
農
業
振
興
地

域
に
は
編
入
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
全
国
的
に
人
口

減
少
が
進
行
し
て
い
る
社
会
情
勢
か
ら
、
市
街
化
を
抑

制
す
る
状
況
が
続
い
て
い
る
。
新
田
地
区
に
は
関
西
福

祉
大
学
や
山
陽
自
動
車
道
赤
穂
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が

あ
り
、
ま
た
新
田
坂
越
線
が
工
業
団
地
な
ど
に
直
結
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
様
々
な
土
地

利
用
の
可
能
性
が
あ
る
。
今
年
度

と
来
年
度
に
市
街
化
調
整
区
域
を

対
象
と
し
た
赤
穂
市
土
地
利
用
計

画
を
見
直
す
の
で
、
地
元
の
意
見

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
い
ず
れ
は
土

地
利
用
の
規
制
を
緩
和
す
る
方
向

で
、
新
田
地
区
に
相
応
し
い
土
地

利
用
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
。

●
消
防
団
の
今
後
の
体
制
に
つ
い
て　

他

　　　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

利
用
範
囲
に
つ
い
て
は
、
国

に
お
い
て
、
将
来
、
社
会
保

障
、
税
、
災
害
対
策
以
外
の

分
野
で
の
利
用
が
検
討
さ

れ
て
い
る
。
民
間
へ
の
利
用

範
囲
が
拡
大
さ
れ
れ
ば
、
利

便
性
が
高
ま
る
一
方
で
、
個

人
情
報
の
漏
洩
リ
ス
ク
が

高
ま
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
行
政
、

民
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
を
し
っ
か
り
と
行
い
、
安
全
性
を
確
保
す
る
こ
と
が

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

市
と
し
て
は
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ウ
ォ
ー
ル
の
強
化
や
新

た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
の
更
新
等
に
よ
り
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
に
万
全
を
期
し
て
い
く
。

●
関
西
赤
穂
火
力
発
電
、
石
炭
火
力
へ
の
転
換
問
題
に

つ
い
て　

他

3

平成27年11月10日発行市議会だより



　
　
　

公
立
病
院
の
経
営
形
態
は
、
10

年
前
と
大
き
く

変
わ
っ
て
い
る
。
入
院
患
者
を
多
く
と
り
、
収
益
を
上

げ
る
経
営
か
ら
、
病
床
利
用
率
は
一
定
に
保
ち
、
医
療

の
質
を
向
上
さ
せ
収
益
を
上
げ
る
方
向
に
変
わ
っ
て
い

る
。
市
民
病
院
も
人
を
入
れ
、
教
育
を
し
て
、
医
療
の

質
向
上
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
病
院
事
務
職
員
の
質
を

上
げ
る
た
め
の
研
修
参
加
状
況
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
　
　

Ｈ
26

年
か
ら
事
業
計
画
を
進
め
Ｈ
28

年
6

月
運

用
開
始
と
な
る
防
災
行
政
無
線
は
住
民
を
地
震
・
津
波
・

台
風
等
の
自
然
災
害
か
ら
守
る
た
め
、
気
象
警
報
、
避

難
勧
告
・
指
示
情
報
を
的
確
に
伝
達
す
る
ほ
か
、
行
政

（
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
活
用
（
例
：
成
人
式
・
消

防
出
初
式
や
地
域
行
事
の
案
内
等
）
、
市
長
の
肉
声
で

年
頭
挨
拶
を
流
す
な
ど
の
考
え
は
な
い
か
。

　
　
　

現
在
避
難
訓
練
は
昼
間
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
非
難
が
必
要
な
災
害
等
は
、
昼
間
だ
け
で
な
く

夜
間
に
も
多
く
発
生
し
ま
す
。
私
も
経
験
し
ま
し
た
が
、

夜
間
の
避
難
は
、
昼
間
で
は
想
像
も
で
き
な
い
多
く
の

問
題
や
課
題
が
あ
り
ま
す
。
夜
間
の
住
民
避
難
に
関
す

る
課
題
を
把
握
し
、
円
滑
な
避
難
や
災
害
対
応
を
図
る

た
め
に
、
夜
間
の
訓
練
も
必
要
で
は
な
い
の
か
。

　　　
事
務
職
員
の
研
修

参
加
状
況
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
を
含
め
た
過
去
３

年
間
に
お
い
て
、
自
治
体

病
院
学
会
・
研
修
会
・
セ

ミ
ナ
ー
な
ど
、
延
１
０
７

名
が
68

件
の
研
修
会
等
に

参
加
し
て
い
る
。
今
後
も
、

必
要
に
応
じ
て
全
国
自
治

体
病
院
協
議
会
主
催
の
学

会
・
研
修
会
・
セ
ミ
ナ
ー

等
に
参
加
さ
せ
資
質
の
向
上
に
努
め
た
い
。
ま
た
、
予

算
に
つ
い
て
も
、
今
年
度
は
全
体
で
対
前
年
比
25

％
増

の
予
算
を
計
上
し
て
お
り
、
事
務
職
員
の
学
会
・
研
修

会
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
参
加
に
つ
い
て
対
応
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。

●
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
の
取
組
状
況
に
つ
い

て　

他

　　　
防
災
行
政
無
線
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
緊
急
情

報
な
ど
を
広
く
市
民
の
皆
様
に
お
知
ら
せ
す
る
手
段
の

一
つ
と
し
て
、
来
年
６
月
の
運
用
に
向
け
、
整
備
を
行
っ

て
い
る
。
運
用
に
つ
い
て
は
、
防
災
に
関
す
る
放
送
を

流
す
ほ
か
、
市
民
の
生
活
に
直
結
す
る
内
容
も
放
送
し

た
い
と
考
え
て
お
り
、
自
治
会
活
動
な
ど
、
地
域
に
お

け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

市
長
の
年
頭
の
挨
拶
等
に
つ
い
て
、
私
の
声
を
流
し
て

は
ど
う
か

と
い
う
ご

提
案
に
つ

い

て

は
、

必
要
と
思

わ
れ
る
場

合

に

は
、

放
送
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

●
地
方
創
生
・
総
合
戦
略
に
つ
い
て

　　　
市
が
主
催
し
実
施
す

る
防
災
総
合
訓
練
は
、
参
加
者

の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
て

計
画
し
実
施
し
て
い
る
。
ま

た
、
訓
練
に
は
、
高
齢
者
な
ど

幅
広
い
年
齢
層
の
方
々
が
参

加
し
て
お
り
、
夜
間
に
訓
練
を

実
施
す
る
こ
と
で
、
事
故
や
け

が
を
す
る
リ
ス
ク
が
高
ま
る
。

一
方
、
地
域
の
自
主
防
災
組
織
が
実
施
す
る
訓
練
に
つ

い
て
も
、
同
様
の
思
い
で
あ
る
。
夜
間
の
避
難
訓
練
の

ほ
か
、
危
険
箇
所
や
避
難
ル
ー
ト
を
地
域
の
皆
様
方
で

考
え
、
地
図
に
記
載
し
て
い
く
地
域
独
自
の
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
作
成
訓
練
や
、
災
害
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
図
上
訓

練
な
ど
効
果
的
な
訓
練
も
あ
り
、
訓
練
自
体
も
工
夫
し
、

地
域
の
皆
様
方
の
災
害
に
対
す
る
意
識
の
醸
成
を
図
っ

て
い
き
た
い
。

●
有
年
地
区
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て　

他

医
療
ス
タ
ッ
フ
の
増
員
と

研
修
機
能
の
充
実
で

病
院
経
営
の
安
定
化
を

防
災
行
政
無
線
の

行
政
放
送
と
し
て
の
使
い
方
は

夜
間
の
避
難
訓
練
も

必
要
で
は
な
い
の
か

小

路

克

洋　
議

員

竹

内

友

江　
議

員

山

田

昌

弘　
議

員
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寄
付
へ
の
返
礼
品
を
一
新
し
た
が
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
他
市
の
寄
付
公
表
状
況
等
か
ら
見
る
と
、
市

に
は
獲
得
へ
の
意
欲
が
伺
え
な
い
。
寄
付
金
や
件
数
を

増
や
す
た
め
に
、
市
外
に
住
む
職
員
（
市
民
税
は
住
所

地
へ
納
税
し
て
い
る
。
）
を
は
じ
め
、
市
外
の
兄
弟
姉
妹
、

親
戚
、
友
達
に
、
赤
穂
市
職
員
は
率
先
し
て
寄
付
を
呼

び
か
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　

計
画
地
は
、
御
崎
住
宅
地
の
裏
山
、
急
傾
斜
地

危
険
区
域
の
真
上
に
あ
た
り
、
危
険
で
す
。
事
業
者
は

「
知
ら
な
か
っ
た
」
「
木
竹
の
抜
根
、
（
地
山
）
の
転
圧

も
あ
る
」
な
ど
と
説
明
し
、
さ
ら
に
「
排
水
計
画
」
は

伐
採
後
と
い
う
い
い
加
減
な
計
画
で
す
。
生
活
環
境
の

保
全
条
例
の
適
用
や
上
乗
せ
条
例
の
制
定
強
化
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
事
業
の
阻
止
を
図
ら
れ
た
い
。

　　　
赤
穂
ふ
る
さ
と

づ
く
り
寄
付
金
は
、
自

分
の
意
思
で
行
っ
て
い

た
だ
く
も
の
で
あ
り
、

職
員
で
あ
っ
て
も
強
制

で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
現
在
に
お
い
て
も

今
後
に
お
い
て
も
、
市

外
在
住
の
職
員
に
寄
付

を
呼
び
か
け
る
考
え
は

な
い
。
ま
た
、
職
員
が

親
類
、
知
人
等
に
寄
付
を
依
頼
す
る
の
は
、
自
分
の
意

思
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
無
理
に
促
し

た
り
、
目
標
を
設
定
す
る
考
え
は
な
い
。

●
総
合
計
画
の
見
直
し
と
総
合
戦
略
及
び
人
口
ビ
ジ
ョ

ン
に
つ
い
て　

他

　　　
御
崎
地
区
太
陽
光
発
電
設
備
計
画
に
つ
い
て
、

事
業
者
か
ら
の
説
明
で
は
、
樹
木
の
伐
採
の
み
で
造
成

を
伴
わ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
赤
穂
市
生
活
環
境
の

保
全
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
特
定
開
発
事
業
に
は
該

当
せ
ず
、
届
出
は
不
要
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
地
は
、

県
が
定
め
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
急
傾
斜
）
及
び
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
隣
接
し
、
山
腹
崩
壊
危
険
地

区
に
一
部
重
複
し
て
い

る
が
、
規
制
の
対
象
と

は
な
ら
な
い
と
聞
い
て

い
る
。
県
は
事
業
者
に

対
し
再
調
査
を
行
っ
て

お
り
、
市
と
し
て
も
条

例
・
要
綱
等
で
対
応
で

き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

早
期
に
手
を
打
ち
た

い
。

●
育
休
を
理
由
と
し
た
保
育
所
退
園
に
つ
い
て　

他

赤
穂
ふ
る
さ
と
づ
く
り

寄
付
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

に
つ
い
て

御
崎
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
計
画
は
危
険
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
で
阻
止
を

瓢

　

敏

雄　
議

員

小

林

篤

二　
議

員

議
会
傍
聴
の
ご
案
内

　

市
議
会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

　

市
政
を
身
近
に
知
る
た
め
に
も
、
議
会
を
傍
聴

し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

◎
手
続
き
は
簡
単
で
す
◎

（
本
会
議
）
会
議
当
日
、
庁
舎
７
階
傍
聴
席
入
口
で
、

受
付
簿
に
住
所
・
氏
名
等
を
記
入
し
、
傍
聴
席
へ

お
入
り
下
さ
い
。

（
常
任
委
員
会
・
特
別
委
員
会
）
会
議
当
日
、
庁

舎
５
階
議
会
事
務
局
窓
口
で
、
受
付
簿
に
住
所
・

氏
名
等
を
記
入
し
、
傍
聴
席
へ
お
入
り
下
さ
い
。

※
撮
影
、
録
音
、
携
帯
電
話
の
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

本
会
議
映
像
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

市
議
会
本
会
議
の
映
像
を
、
ラ
イ
ブ
と
録
画
に

よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

傍
聴
に
来
れ
な
い
方
は
、
赤
穂
市
議
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
の
で
、
是
非
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

市
議
会
会
議
録
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

市
議
会
の
本
会
議
と
委
員
会
の
会
議
録
に
つ
い

て
も
、
赤
穂
市
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧

に
な
れ
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

『ふるさと納税日本一』（宝島社）
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常任委員会審査から（主な質疑）

民生生活
９月７日に開催し、付託された 85号議案関係部分など 5議案を慎重審査した結果、第 85号議案関係部分、第 90号議
案については、賛成多数で、第 86号議案など３議案については、全会一致で、原案どおり可決すべきものとされました。

＜個人番号カード交付事業について＞

●問 カード紛失時の対応は。

●答 国が３６５日２４時間対応し、一時停止、再交
付が可能である。また不正使用の恐れがある場
合、番号変更の請求ができる。

＜予防接種費助成事業について＞

●問 インフルエンザの助成対象を小学６年生までと
した根拠は。

●答 子どものインフルエンザ接種の回数が２回とさ
れているのが、小学６年生である１３歳未満の
子どもである。

＜赤穂ふるさとづくり基金積立金について＞

●問 寄付の状況と返礼品の送付時期は。

●答 ５００万円、２００万円、１００万円の大口３
件の寄付があった。返礼品は２４品目の中から
の選択で、寄付者から申込みがあった時点で送
付する。

<陳情第１号>安保関連法案 ( 戦争法案）の速やかな廃案を求める意見書を提出されるよう陳情
します。<陳情第２号>安保関連法案「(戦争法案）」の速やかな廃案を求める意見書を提出され
るよう陳情します。

●委員 本法案は戦争を行うための法案ではない。自
国は自分たちで守る、生命や財産を守るため
の防衛策の一つとしての法案と考えるので不
採択とすべき。

●委員 集団的自衛権についてがこの違憲法案の中身
である。軍事的手段ではなく、対話に基づく
外交努力が大切ではないのか。本法案は戦争
法案そのもであり、採択とすべき。

＜道路橋梁維持修繕工事費外について＞

●問 修繕の内容は。

●答 ７月の台風１１号により被災した排水路等の通
水断面を確保するための水路修繕である。

＜市民病院事業会計補正予算について＞

●問 第二期基本構想の事業費から約９億円増額して
おり、改めて償還計画を示すべきではないか。

●答 今後設計等の協議時には、償還計画を示したい。

＜赤穂市手数料条例の一部を
改正する条例の制定について＞

●問 住基カードの再交付が無料であるのに、個人番
号通知カードや個人番号カードの再交付が有料
な理由は。

●答 住基カードのように無料化することで普及促進
が図られるというものではなく、再交付につい
ては実費弁償としたい。

＜個人情報保護条例の一部を
改正する条例の制定について＞

●問 法令等に基づく場合を除き、利用又は提供して
はならないとあるが、法令等に定めることで範
囲が拡大していくのではないか。

●答 特定個人情報は法律により社会保障、税、災害
対策の３分野での利用に限られている。法が改
正されれば法に則り、その限定された範囲で利
用していく。

●委員 対話に基づく外交努力のみでは他国における
色々な懸念の払しょくは難しい。子々孫々ま
で戦争だけは絶対にいけないという考えであ
り、不採択とすべき。

●委員 国会において国民の理解が得られるような答
弁がなされていないことから、採択とすべき。

●委員 対話に基づく外交努力での領土問題解決が進
まない状況下において、集団的自衛権の一部
行使は戦争を抑止するものであると考えるの
で、不採択とすべき。

＜街灯維持管理費について＞

●問 街灯維持管理の内容は。

●答 ７月の台風１１号により倒壊した街灯の修繕で
ある。

建設水道

総務文教

陳情の審査（総務文教）

９月８日に開催し、付託された８５号議案関係部分など２議案を慎重審査した結果、全会一致で、原案どおり可決
すべきものとされました。

９月９日に開催し、付託された８５号議案関係部分など４議案を慎重審査した結果、第９１号議案については、賛
成多数で、第８５号議案関係部分など３議案については、全会一致で、原案どおり可決すべきものとされました。

９月９日に委員会協議会を開催し、６月定例会協議会において継続審査となっていた

陳情２件について慎重審査した結果、賛成多数で不採択とすべきものとされました。
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９月（第３回）定例会議案の議決結果･議員別の賛否
賛成：○　　反対：× 

議案等番号 件　　　　名
議 決

結 果

藤
友
俊
男

土
遠
孝
昌

小
林
篤
二

奥
藤
隆
裕

山
田
昌
弘

釣
　
昭
彦

前
川
弘
文

木
下
　
守

竹
内
友
江

重
松
英
二

有
田
光
一

川
本
孝
明

瓢
　
敏
雄

永
安

　
弘

藤
本
敏
弘

小
路
克
洋

田
端
智
孝

家
入
時
治

認 第 1 号
～

認 第 1 3 号

平成 26 年度赤穂市一般会計、８特別会計、３公
営企業会計歳入歳出決算認定について

―

議
長
の
た
め
、
表
決
に
は
加
わ
り
ま
せ
ん
。

第84号議案
平成 26 年度赤穂市水道事業会計未処分利益剰余
金の処分について

―

第85号議案 平成 27 年度赤穂市一般会計補正予算 可決 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇

第86号議案
平成 27 年度赤穂市国民健康保険事業特別会計補
正予算

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第87号議案
平成 27 年度赤穂市公共下水道事業特別会計補正
予算

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第88号議案 平成 27 年度赤穂市介護保険特別会計補正予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第89号議案 平成 27 年度赤穂市病院事業会計補正予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第90号議案
赤穂市手数料条例の一部を改正する条例の制定
について

可決 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇

第91号議案
赤穂市個人情報保護条例の一部を改正する条例
の制定について

可決 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇

第92号議案
職員の再任用に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第93号議案
職員の退職手当に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第94号議案 赤穂市教育委員会委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第95号議案 人権擁護委員の推薦について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

－ 赤穂市選挙管理委員及び補充員の選挙について
指名
推選

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陳情審議結果

第 1 号
安保関連法案（戦争法案）のすみやかな廃案を
求める意見書を提出されるよう陳情します。

不採択 × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × ○

第 2 号
安保関連法案「（戦争法案）」のすみやかな廃案
を求める意見書を提出されるよう陳情します。

不採択 × × ○ × × × × × × × × ○ × × × × ○

決算特別委員会で継続審査

決算特別委員会で継続審査

委
　

員
　

長
　
藤
本
　
敏
弘

副
委
員
長

　
奥
藤

　
隆
裕

委
　
　
員
　
土
遠
　
孝
昌
　
　
木
下
　
　
守

　
　

〃
　

　
　
有
田
　
光
一
　
　
川
本
　
孝
明

　
　

〃
　

　
　
永
安
　
　
弘
　
　
田
端
　
智
孝

（
※
委
員
に
つ
い
て
は
議
席
順
）

決
算
特
別
委
員
会
を
設
置

幹
線
道
路
建
設
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　
現
地
視
察

　

決
算
特
別
委
員
会
は
、
平
成
26

年
度
決
算
審
査
の

た
め
、
９
月
定
例
会
の
２
日
目
（
９
月
４
日
）
に
設

置
さ
れ
、
正
副
委
員
長
の
互
選
、
審
査
方
針
な
ど
を

決
定
し
、
適
正
な
予
算
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

平
成
27

年
８

月

11

日
（

火

）
、

幹
線
道
路
建
設

特
別
委
員
会
を

開

催

し
、

所

管

課
か
ら
幹
線
道

路
整
備
状
況
の

報
告
等
を
受
け

た

の

ち
、

建

設

中
の
坂
越
道
路

（
坂
越
大
橋
）
の

現
地
視
察
を
行

い
ま
し
た
。
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編

集

後

記

８
月
／

7
日
・
東
京
あ
こ
う
の
つ
ど
い
（
東
京
）

11
日
・
幹
線
道
路
建
設
特
別
委
員
会

17
日
・
西
播
磨
市
町
議
長
会
第
１
回
総
会
（
姫
路
市
）

24
日
・
安
室
ダ
ム
水
道
用
水
供
給
企
業
団
議
会

26
日
・
議
会
運
営
委
員
会

　
　

・
会
派
代
表
者
会

27
日
・
産
廃
「
赤
穂
市
民
の
会
」
正
・
副
会
長
会

9

月
／

2
日
・
本
会
議[

第
３
回
定
例
会
開
会]

　
　
　

（
報
告
・
議
案
説
明
・
人
事
案
件
等
）

4
日
・
本
会
議
（
議
案
質
疑
等
）

7
日
・
民
生
生
活
委
員
会
（
付
託
議
案
等
審
査
）

8
日
・
建
設
水
道
委
員
会
（
付
託
議
案
等
審
査
）

9
日
・
総
務
文
教
委
員
会
（
付
託
議
案
等
審
査
）

　
　

・
総
務
文
教
委
員
会
協
議
会
（
陳
情
審
査
）

　
　

・
会
派
代
表
者
会

　
　

・
議
会
運
営
委
員
会

16
日
・
本
会
議
（
一
般
質
問
７
名
）

17
日
・
本
会
議
（
一
般
質
問
３
名
）

　
　
　

﹇
第
３
回
定
例
会
閉
会
﹈

　
　

・
議
会
報
編
集
委
員
会　

29
日
・
地
域
づ
く
り
懇
話
会
（
上
郡
町
）

10

月
／

１
日
・
決
算
特
別
委
員
会

２
日
・
産
廃
「
赤
穂
市
民
の
会
」
理
事
会

６
日
・
埼
玉
県
春
日
部
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

８
日
・
決
算
特
別
委
員
会

　
　

・
会
派
代
表
者
会

　
　

・
北
海
道
名
寄
市
議
会
行
政
視
察

　
　

・
宮
崎
県
小
林
市
議
会
行
政
視
察

９
日
・
県
市
議
会
議
長
会
地
方
議
会
協
議
会
（
神
戸
市
）

13
日
・
議
会
報
編
集
委
員
会

　
　

・
青
森
県
黒
石
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

14
日
・
秋
田
県
潟
上
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

15
日
・
決
算
特
別
委
員
会

16
日
・
愛
知
県
岩
倉
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

19
日
・
赤
相
農
業
共
済
事
務
組
合
議
会

　
　

・
議
会
報
編
集
委
員
会

20
日
・
決
算
特
別
委
員
会

21
日
・
近
畿
市
議
会
議
長
会
第
２
回
理
事
会
・
議
長
研
修
会

　
　
　

（
尼
崎
市
）

　
　

・
高
知
県
土
佐
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

22
日
・
富
山
県
魚
津
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

27
日
・
宮
城
県
多
賀
城
市
議
会
行
政
視
察
（
来
庁
）

28
日
・
決
算
特
別
委
員
会

　
　

・
民
生
生
活
委
員
会
協
議
会

29
日
・
県
市
議
会
議
長
会
正
副
議
長
研
修
会(

神
戸
市)

30
日
・
忠
臣
蔵
サ
ミ
ッ
ト
（
文
化
会
館
）

議
会
活
動
状
況

＊
今
回
は
、
９
月
（
第
３
回
）
定
例
会
の
内
容
を
中

心
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

＊
市
議
会
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
議

会
活
動
の
内
容
を
分
か
り
や
す
く
お
伝
え
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

年
賀
状
等
挨
拶
状
の
禁
止
に
つ
い
て

　

議
員
は
、
選
挙
区
内
の
皆
様
に
対
し
、
答
礼
の
た

め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
年
賀
状
な
ど
の
時

候
の
挨
拶
状
を
出
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

☆11月（第４回）定例会・常任委員会の日程（案）☆

日 月 火 水 木 金 土

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28

本会議

（1日目）

本会議

（2日目）

11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5

民生生活

委員会

建設水道

委員会

総務文教

委員会

12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12

本会議

（3日目）

一般質問

本会議

（4日目）

一般質問

本会議

（予備日）

※いずれも午前９時 30 分から開催予定です。

議
会
運
営
委
員
会
行
政
視
察

　

７
月
７
日
か
ら
９
日
ま
で
、
山
口
県
下
関
市
、
山
陽

小
野
田
市
、
光
市
の
３
市
を
視
察
し
、
審
議
会
委
員
等

の
議
員
就
任
状
況
や
寄
附
条
例
に
つ
い
て
、
ま
た
、
議

会
の
議
決
事
件
等
に
関
す
る
条
例
な
ど
に
つ
い
て
調
査

し
ま
し
た
。

下
関
市

　

議
員
の
審
議
会
委
員
等
の
就
任
に
つ
い
て
、
議
決
機

関
が
執
行
機
関
の
委
員
に
な
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
こ

と
か
ら
、
現
在
は
、
①
事
前
審
議
に
な
ら
な
い
②
充
て

職
・
名
誉
職
③
顧
問
（
名
だ
け
）
④
暴
力
追
放
会
議
（
皆

で
取
り
組
む
べ
き
も
の
）
、
と
い
う
４
基
準
で
、
議
会

の
適
任
者
を
選
任
し
て
い
る
。

山
陽
小
野
田
市

　

平
成
18
年
、
議
会
行
財
政
改
革
特
別
委
員
会
の
最
終

報
告
と
し
て
、
「
寄
付
金
窓
口
創
設
と
有
効
活
用
の
研

究
の
必
要
性
」
を
市
に
提
言
し
、
平
成
21
年
に
市
議
会

初
の
議
員
提
案
条
例
と
し
て
「
寄
附
条
例
」
「
ふ
る
さ

と
支
援
基
金
条
例
」
を
施
行
し
て
い
る
。

光
市

　

平
成
23
年
に
「
基
本
的
な

計
画
等
を
議
会
の
議
決
事
件

等
に
す
る
条
例
」
を
制
定
。

そ
の
後
条
例
に
基
づ
き
、「
環

境
基
本
計
画
」
等
種
々
の
基

本
計
画
等
に
つ
い
て
審
議
し

て
い
る
。
全
て
の
計
画
を
議

決
事
件
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
馴
染
む
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
色
々
な
方
法
や
考
え
方
を
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
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